
〇市負担金申請等の事務手続き 

分館公民館（区・自治会） 市 手続き・事業実施 

 

  工事計画書 

（様式第１号）提出 

  〇工事内訳書（見積書） 

  〇設計図面（平面・立面） 

  〇現況写真 

 

（送付） 

 

 

  負担金交付申請書 

（様式第３号）提出 

  〇工事内訳書（見積書） 

  〇設計図面（平面・立面） 

  〇現況写真 等 

 

（送付） 

 

（工事着工） 

 

（工事完成） 

 

  事業実績報告書 

（様式第５号）提出 

  〇契約書（写） 

  〇領収書（写） 

  〇完成写真 

 

 

 

 

（送付） 

 

負担金請求書 

（様式第７号）提出 

 

 

（受理） 

 

 

（翌年度予算措置） 

 

 

内定通知書 

 

 

（受理） 

 

 

（交付決定） 

 

 

負担金交付決定 

通知書 

 

 

 

 

（受理） 

 

 

（完成検査） 

 

 

（負担金額の確定） 

 

 

負担金額の 

確定通知書 

 

（受理） 

 

（支払い） 

 

◎事業計画をしてお

られる分館公民館

（区・自治会）は、

前年度の 11 月まで

に工事計画書（様式

第１号）を提出して

ください。 

 

 

◎事業は、事業実施年

度に単年度で実施

していただくこと

を原則とします。 

 

◎年度途中で修繕等

の必要が生じた場

合は、予算措置の関

係がありますので、

必ず事前に協議く

ださい。 

（注）基本的な手続きの流れは上記のとおりですが、予算の状況等によりかわる場合があり

ますのでご承知ください。 
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